
中国電力㈱上関原子力発電所１号機及び２号機の設置に係る 
第一次公開ヒアリングの開催について 

 
平成１２年９月２０日 
通 商 産 業 省  
資源エネルギー庁 

 
 中国電力㈱上関原子力発電所１号機及び２号機の立地計画について、通商産業省は、大臣
決裁（昭和５４年の省議決定）に基づき、第一次公開ヒアリングを下記により開催すること
といたしましたのでお知らせいたします。 
 なお、本公開ヒアリングの開催は、地元関係自治体の協力を得て行うものです。 
 

記 
 
１．開催の趣旨 
 原子力発電所の設置に係る諸問題について、広く地元住民から意見を聴くとともに、設置
者から説明を行わせることにより、地元住民の理解を深めるために開催する。 
 
２．日 時 
平成１２年１０月３１日（火）午前８時３０分から 
 
３．場 所 
上関町民体育館（山口県熊毛郡上関町） 
 
４．主 催 
通商産業省 
 
５．官報告示 
平成１２年 ９月２１日（木）  
 
（参考） 
 なお、第一次公開ヒアリングは、昭和５４年の制度創設以来１９回実施しており、最近で
は、北海道電力㈱泊発電所３号機の設置に係る第一次公開ヒアリングを平成１１年６月２
日（水）に開催した。 
  
 



（参考１） 
中国電力㈱上関原子力発電所１号機及び２号機の建設計画概要 

 
１．計画概要 
(1)場 所：山口県熊毛郡上関町 
(2)規 模：１号機 137.3 万ｋＷ（改良型沸騰水型原子炉（ABWR）） 
      ２号機 137.3 万ｋＷ（改良型沸騰水型原子炉（ABWR）） 
(3)建設スケジュール 
〈平成１２年度供給計画から抜粋〉 

  着  工 運  開 

上関原子力発電所１号機 平成１８年 ９月 平成２３年１１月 

〃   ２号機 平成２１年１２月 平成２６年１２月 

２．原子力発電所の位置図 

 



 
  
 



（参考３） 
 
中国電力㈱上関原子力発電所１号機及び２号機の設置に係る第一次公開ヒアリングの開催

に関する告示文 
 
原子力発電所の設置に係る公開ヒアリングの開催 
 原子力発電所の設置に係る公開ヒアリングの件名、期日、場所、事案の要旨等を次のよう
に告示する。 
 平成十二年九月二十一日 
        通商産業大臣 平沼 赳夫 

一  件名 中国電力株式会社上関原子力発電所一号機及び二号機の設置に係る公開ヒ
アリング 

二  期日 平成十二年十月三十一日（午前八時三十分から午後五時まで） 
三  場所 山口県熊毛郡上関町大字室津三四二番地の一 上関町民体育館 
四  事案の要旨 中国電力株式会社上関原子力発電所一号機及び二号機の設置に係る

諸問題について 
五  その他 

目的 
 本公開ヒアリングの目的は、中国電力株式会社上関原子力発電所一号機及び二号
機の設置について、地元住民からの意見の聴取、中国電力株式会社による説明等を
行い、地元住民の理解の増進に資することにある。 
意見陳述のための手続等 開催期日において、山口県熊毛郡上関町、柳井市又は熊
毛郡平生町に引き続き三月以上住所を有する年齢満二十歳以上の者であって公開
ヒアリングに出席して意見を述べることを希望する者は、様式第一により、住所（郵
便番号及び電話がある場合は電話番号を付記すること。）、氏名（ふりがなを付すこ
と。）、年齢及び職業並びに意見の要旨（千二百字以内とする。）を記載した通商産業
大臣あての届出書（一人一通に限る。）を作成し、封筒の表に「中国電力関係公開ヒ
アリング陳述希望」の旨を必ず記載して平成十二年十月十一日までに通商産業省資
源エネルギー庁公益事業部原子力発電課（郵便番号一○○―八九三一東京都千代田
区霞が関一丁目三番一号）に到達するよう郵送すること。意見陳述の届出が多数の
場合は、通商産業大臣が意見を述べることのできる者を指定の上、その旨を届出者
あて通知する。 
傍聴のための手続等 
 年齢満二十歳以上の者であって公開ヒアリングの傍聴を希望する者は、様式第二
により、官製往復はがき（一人一通に限ることとし、住所（郵便番号及び電話があ
る場合は電話番号を付記すること。）、氏名（ふりがなを付すこと。）、年齢、職業、



「中国電力関係公開ヒアリングの傍聴希望」の旨及び返信用はがきのあて先を必ず
明記すること。）にて、平成十二年十月十一日までに通商産業省資源エネルギー庁公
益事業部原子力発電課（郵便番号一○○―八九三一東京都千代田区霞が関一丁目三
番一号）に到達するよう申し込むこと。傍聴申込みが多数の場合は、通商産業大臣
が傍聴できる者を指定の上、その旨を申込者あて通知する。 
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